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　６月１１日（水）に不審者が侵入したときの避難訓練を行いました。
今回は、業間休みが終わって、教室にもどる頃に不審者が侵入したらど
のようにするかという設定の訓練でした。残念ながら、１１日は雨天の
ため、運動場では遊べず、５年生だけが体育館で遊び、そのほかの学年
は、教室や図書室で過ごし、休み時間が終わった時の訓練になりました。 
　体育館からもどってくるときに不審者に気付いた５年生は、体育館に
もどって立てこもりました。そのほかの子供たちは、不審者侵入の放送
を聞き、急いで近くの教員がいる教室に立てこもりました。危険を察知
し、１１０番に実際に通報し、状況を説明しながら、警察が到着するま
で、不審者を説得したり、さすまたで対応したりする教員の訓練も行い
ました。警察が到着し、不審者を確保した放送を聞いて、子供たちは各

 教室にもどり、全員の安全を確認しました。
　その後、体育館で警察の方から誘拐防止の話を聞きました。「いかの
おすし」の合い言葉、「いか」ない　「の」らない　「お」おきな声を
出す　「す」ぐにげる　「し」らせる　ことを確認しました。教職員の
犯人への対応は適切で、警察の方から褒めていただきました。万が一に
備え、臨機応変に子供たちを守るための訓練を重ねていきます。

 　
 
　６月１６日（月）からプールでの学習が始まりま
した。シャワーの水は冷たくて、大きな歓声が上が
りました。水遊びや水泳の学習ができるのは、わず
か５週です。各学年、週３時間の体育がありますが、
天候や気温等で、１学期にさて何回プールに入るこ
とができるでしょう。水に慣れ、浮いたり泳いだり
できる力を伸ばしていきます。　

         
         
         

 　徳島市の人権擁護委員の方と一緒に、栽培委員   電話対応時間についてお願いします。令和７年
 会の児童が人権の花の苗を植えました。お昼休み 度より、徳島市内小学校の平日電話対応時間は、
  の時間を使って、花を植える作業をしました。準 次の通りになっております。

備してくださったプランターにステッカーを貼り、   
土を入れ、花の苗を植えていきました。人権擁護  午前７時３０分～午後５時３０分  

 委員の方からは、人権についてのお話をしていた
だいたり、植えたマリーゴールドの花言葉などを 　なお、長期休業期間中の平日につきましては、
教えていただいたりしました。 午前８時３０分から午後４時３０分までとなって
  一人ひとりがかけがえのない存在で、自分もま おります。土日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
わりの人も大切にできる方上っ子になるよう、教 学校閉庁日（8/12 ～ 8/15）は、電話対応はしてい

 育を進めていきます。朝、学校に入ってくるとき ません。
や帰るときに玄関の人権の花を見るとやさしい気 　欠席しているときなど、担任から電話をさせて
持ちになれそうです。 いただく場合は、できるだけ午後５時３０分まで

にかけさせていただきます。どうしても緊急の連
絡がある場合には、学校から午後５時３０分以降
でも電話をさせていただきます。学校から電話が
入っていて、ご都合で出ることができなかった場
合、電話対応時間を過ぎていましたら、折り返し
のご連絡はいただかなくてかまいません。時間の
制約があり、ご不便をおかけしますが、ご協力を
お願いいたします。

            方上小学校のホームページは、ご覧いただいていますか？毎月の行事予定や給食の献立、 
            学校だより「笑顔いっぱい」などを掲載しています。また、「活動の様子」には、学習や
　　　　　　行事など、学校での子供たちの様子を写真とともに掲載しています。ぜひ、ご覧くださ
　　　　　　い。　　
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